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第一種事業の目的及び内容 第2章 
 

第一種事業の目的 2.1 

近年、二酸化炭素等の温室効果ガス排出による地球温暖化問題への対応が重要視されており、

低炭素社会への移行が求められている。低炭素社会実現への枠組みの一つとして、再生可能エ

ネルギーの導入が挙げられる。 

再生可能エネルギーは、地球温暖化対策に有効であるとともに、エネルギー自給率の低い我

が国にとって貴重な国産エネルギーである。 

地球温暖化対策に関する国際的な枠組みとして、「パリ協定」が 2015 年 12 月に開催された

国連気候変動枠組条約第 21 回締約国会議において採択され、2016 年 11 月に発効した。同協定

では、世界の平均気温上昇を工業化以前よりも 2℃高い水準を十分に下回るものに抑えるとと

もに、1.5℃高い水準に抑える努力を継続すること、このために、今世紀後半に温室効果ガス

の人為的な発生源による排出量と吸収源による除去量との間の均衡（世界全体でのカーボンニ

ュートラル）を目指すことが定められた。 

我が国においては、2015 年 7 月に国連に提出した「日本の約束草案」として、2030 年度の

温室効果ガス排出量を 2013 年度の水準から 26.0%削減（2005 年度比 25.4％減）する中期目標

を掲げた。 

当該目標は、国の長期エネルギー需給見通し（2015 年 7 月）のエネルギーミックスと整合的

なものとなるよう定められており、これに基づき、2030 年には、総発電電力量の 22～24%を再

生可能エネルギーで賄うことを目指している。 

更に、2019 年 6 月には「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」を閣議決定し、最終

到達点として「脱炭素社会」を掲げ、それを野心的に今世紀後半のできるだけ早期に実現して

いくことを目指すとともに、2050 年までに 80%の温室効果ガスの排出削減の実現に向けて大胆

に取り組むことを長期ビジョンに掲げ、そのビジョンに向けた対策・施策の方向性として、再

生可能エネルギーを経済的に自立し脱炭素化した主力電源化することが示されている。 

風力発電をはじめとする再生可能エネルギーのメリットは、化石燃料を使用しないため、大

気汚染物質を排出しないクリーンなエネルギーであること、二酸化炭素等の温室効果ガスを排

出せず地球温暖化防止に貢献すること、海外から燃料の輸入を必要とせず国産のエネルギーを

確保できること、そのほかに雇用の創出等による地域の活性化等が挙げられる。そのため、国

の「エネルギー基本計画(2018 年 7 月)」においても、「有望かつ多様で重要な低炭素の国産エ

ネルギー源」として位置づけられている。 

2011 年 3 月の東日本大震災以降、再生可能エネルギー導入の機運がさらに高まり、再生可能

エネルギーにより発電された電気を一定の期間、固定価格で電気事業者が買い取ることを義務

付ける「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が 2012 年 7

月に施行されている。 
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福井県では、「福井県環境基本計画(2018 年 3 月)」において、「省エネルギーや再生可能エ

ネルギーの導入拡大などを進めることにより、温室効果ガスを削減し、将来にわたり持続可能

な低炭素社会を実現」していくことを目指している。事業対象地である敦賀市と南越前町では、

エネルギーの創出と有効利用に向けて「太陽光発電、風力発電、生物体を利用したバイオマス

エネルギー等、新たなエネルギーの創出と有効利用について、効率性や事業採算などを見据え

て推進していきます（第 2 次敦賀市環境基本計画 2013～2022 年度、後期アクションプラン  

2018～2022 年度)」「太陽光、水力、風力等に代表される再生可能エネルギーにおいて環境影

響評価を要する事業が計画された際には、環境審議会にはかり、環境保全に資する検討に取り

組みます。(南越前町環境基本計画 2020 年 3 月改訂)」との姿勢が示されている。 

更に、福井県は地球温暖化防止とエネルギー供給力強化、地域の活性化を目的に、2012 年度

より「地域主導型再生可能エネルギー等事業化促進事業(通称「1 市町 1 エネおこし」事業)」

を実施し、地域にあった再生可能エネルギーの事業化の検討を支援しているほか、2013 年度か

らは再生可能エネルギーの導入を検討している各地域協議会の情報共有を図り、再生可能エネ

ルギーの事業化を促進するために「ふくい まち・エネおこしネット協議会」を開催している。 

このような状況のもと、中部電力株式会社は「エネルギー供給事業者による非化石エネルギ

ー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」（2009 年法律第 72 号）

に基づく 2030 年度における販売電力の非化石電源比率 44%の達成を目指すとともに、再生可能

エネルギー分野においては、2019 年 2 月に「2030 年頃に 200 万 kW 以上の新規開発」を新たな

目標として設定し、再生可能エネルギー電源の開発を推進し低炭素社会実現に向けた取り組み

を進めている。 

風力発電事業に関しては、2010 年度に静岡県御前崎市において当社初の大規模風力事業とな

る「御前崎風力発電所」を開発し、また、現在、2021 年度の運転開始を目指し、愛知県田原市

において「あつみ風力発電所」の開発を進めている。さらに、株式会社 OSCF とともに、福井

県あわら沖において洋上風力開発可能性調査を進めており、洋上風力開発にも積極的に取り組

んでいる。 

本事業は、地球温暖化対策や地域活性化のために新エネルギー導入推進を図る国の施策や、

福井県並びに敦賀市・南越前町の取り組みに即したものであるとともに、低炭素の国産エネル

ギー源の活用によるエネルギー自給率の向上に資する事業である。 
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第一種事業の内容 2.2 

第一種事業の名称 2.2.1 

（仮称）鉢伏山風力発電事業 

 

第一種事業により設置される発電所の原動力の種類 2.2.2 

風力(陸上) 

 

第一種事業により設置される発電所の出力 2.2.3 

風力発電機の基数：15～20 基程度(単機出力：4,200～5,500kW 程度) 

総発電出力：最大 84,000kW※ 

※今後、風力発電機の単機出力及び基数を決定するが、 

総発電出力が 84,000kW を上回らないよう出力調整を行う。 

 

第一種事業の実施が想定される区域及びその面積 2.2.4 

事業実施想定区域の位置  (1) 

第一種事業の実施が想定される区域(以下、「事業実施想定区域」とする。)及びその周

囲の状況は、図 2.2-1(1)～(3)に示すとおりである。 

 

事業実施想定区域の面積  (2) 

約 1,585.4ha 
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図 2.2-1(1) 

事業実施想定区域の位置(広域) 
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図 2.2-1(2) 

事業実施想定区域の位置(詳細) 



2-6 

(8) 

  

図 2.2-1(3) 

事業実施想定区域の位置及び 

その周囲の状況(衛星画像) 

※事業実施想定区域の衛星画像は 2014 年 10 月に取得された情報 
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事業実施想定区域の設定の考え方  (3) 

本事業の事業実施想定区域は、検討対象エリア内から、風況条件、社会インフラ整備状

況、法令等の制約、環境保全上配慮が必要な施設や区域等を踏まえて設定した。事業実施

想定区域設定の検討フローを図 2.2-2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2-2 事業実施想定区域の選定の検討フロー 

 

  

2)事業実施想定区域の設定 

(a) 風況及び地形条件からの設定 

局所風況マップ及び地形図等から、風況が良いと考え

られる場所を設定 

 

(b) 社会インフラ整備状況から設定 

風力発電機の設置工事やアクセスに既設道路を利用す

るため、道路等を確認して想定区域を設定 

 

(c) 法令等の制約を受ける場所からの設定 

法令等の制約(自然公園地域、鳥獣保護区、農用地区等)

を確認して想定区域を設定 

 

(d) 環境保全上配慮が必要な施設及び区域からの設定 

生活環境及び自然環境に配慮するため、学校・医療機

関・福祉施設・文化施設・住居等の場所(生活環境)、自

然度の高い植生のある区域・重要な自然景観資源等の分

布する区域(自然環境)を勘案して想定区域を設定 

事業性配慮 

規制・環境配慮 

地域・環境配慮 

事業性配慮 

1)検討対象エリアの選定 

本計画段階において検討対象となる範囲を選定 
規制・事業性配慮 
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事業実施想定区域の選定プロセス  (4) 

   1) 検討対象エリアの選定 

以下の条件・背景を踏まえて、福井県敦賀市および南越前町を検討対象エリアとした。 

・福井県では、「福井県環境基本計画」(福井県、2018 年)において、「省エネルギー

や再生可能エネルギーの導入拡大などを進めることにより、温室効果ガスを削減し、

将来にわたり持続可能な低炭素社会を実現」していくことを目指している。 

・「局所風況マップ」(NEDO：(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構)から好風況

が見込まれる地点が存在する。 

   2) 事業実施想定区域の設定 

事業実施想定区域の設定にあたっては、風況条件による候補地の抽出を行ったうえで、

社会インフラ整備状況、法令等の制約条件、環境保全上配慮が必要な施設及び場所を考

慮し、事業実施想定区域を選定した。以下、その選定プロセスを示す。 

(a) 風況及び地形条件からの設定 

事業実施想定区域の選定にあたっては、局所風況マップ(NEDO：(独)新エネルギー・

産業技術総合開発機構)を参考に、好風況が見込まれる地域として、福井県敦賀市北東

部から南越前町南西部にかけてのエリアを候補地として抽出した。検討対象としたエ

リア及び事業実施想定区域を、図 2.2-3 に示す。 

(b) 社会インフラ整備状況の設定 

事業実施想定区域及びその周囲における社会インフラ整備状況を図 2.2-4 に示す。

設置工事やアクセスに利用できる道路として、国道の 8 号、365 号、476 号や、一般県

道の 207 号今庄杉津線等が存在し、また鉢伏山周辺の尾根沿いには既設道路が存在す

る。したがって本事業の推進に伴い、新たに道路等を大規模に整備する必要はなく、

事業実施想定区域として設定することに大きな支障はない。 

(c) 法令等の制約を受ける場所からの設定 

事業実施想定区域及びその周囲における法令等(「自然公園法」(1957 年法律第 161

号、最終改正：2014 年法律第 29 号)、「農業振興地域の整備に関する法律」(1969 年

法律第 58 号、最終改正：2018 年法律第 23 号)、「森林法」(1951 年法律第 249 号、最

終改正：2018 年法律第 35 号)、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法

律」(1918 年法律第 32 号、最終改正：2015 年号外法律第 2 号))、「IMPORTANT BIRD AREAS 

IN JAPAN」(公益財団法人日本野鳥の会ホームページ 2020 年 4 月閲覧)、「KBA Key 

Biodiversity Area」(コンサベーション・インターナショナル・ジャパンホームペー

ジ 2020 年 4 月閲覧)の制約を受ける場所を図 2.2-5 に示す。 

事業実施想定区域内には上記の指定範囲が含まれないように考慮したが、風車設置 
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位置及び取付道路設置箇所を含む事業計画が明確でないため、保安林、自然公園の一

部を含めた事業実施想定区域とした。 

今後は調査やヒアリングにおいてその影響を評価していくとともに、管理者と協議

の上、可能な限り影響を回避・低減する事業計画、工事計画を策定する。また、自然

公園（特に第 1 種・第 2 種特別地域）や保安林に該当する場所については、極力改変

を回避することとするが、状況に応じて関係機関と指定からの設定解除等を含めた対

応について協議し、必要な手続きを進めることとする。 

(d) 環境保全上配慮が必要な施設及び区域 

事業実施想定区域及びその周囲における、環境保全上配慮が必要な施設及び場所等

を図 2.2-6(1)～(2)に示す。 

事業実施想定区域の設定にあたっては、学校、医療機関、福祉施設、文化施設等の生

活環境保全上配慮が必要な施設から、騒音等の生活環境への影響を踏まえ、最低限確保

すべき影響範囲として 500m の離隔距離を確保する。また、自然環境保全の観点から、

自然度の高い植生（植生自然度 9,10 の林分）や巨樹巨木林、環境省指定の特定植物群

落等を改変しないよう、事業実施想定区域から極力除外する。ただし、風車設置位置及

び取付道路設置箇所を含む事業計画が明確でないことから、既存資料による一部住居と

特定植物群落を含めた事業実施想定区域としている。今後は調査やヒアリングにおいて

その影響を評価していくとともに、可能な限り影響を回避・低減する事業計画、工事計

画を策定する。 
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出典：「局所風況マップ」(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合 

開発機構(NEDO) 

http://app8.infoc.nedo.go.jp/nedo/ 2020 年 4 月 20 日閲覧) 

より作成 

図 2.2-3 

事業実施想定区域及びその周囲 

の風況(地上高 70m) 
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図 2.2-4 

事業実施想定区域及びその周囲 

の社会インフラ整備状況 出典：「国土基盤地図情報 道路縁」(国土地理院基盤地図情報ダウンロード 

サービス 

https://fgd.gsi.go.jp/download/menu.php、2020 年 4 月 20 日閲覧) 
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図 2.2-5 

事業実施想定区域及びその周囲 

の法令等の制約を受ける場所 

出典：「国土数値情報 自然公園区域(2015 年度)」、「国土数値情報 森林地域(2015 年) 、 

「国土数値情報 農業地域(2015 年)」(国土交通省ホームページ http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html) 

「IMPORTANT BIRD AREAS IN JAPAN」(公益財団法人日本野鳥の会ホームページ  

https://www.wbsj.org/activity/conservation/habitat-conservation/iba/ 2020 年 4 月 20 日閲覧) 

「KBA Key Biodiversity Area」(コンサベーション・インターナショナル・ジャパンホームページ 

http://kba.conservation.or.jp/index.html 2020 年 4 月 20 日閲覧) 
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図 2.2-6(1) 

事業実施想定区域及びその周囲

の環境保全上配慮が必要な場所

(生活環境) 
出典：「国土基盤地図情報 建築物」(国土地理院基盤地図情報ダウンロード 

サービス 

https://fgd.gsi.go.jp/download/menu.php、2020 年 4 月 20 日閲覧) 
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図 2.2-6(2) 

事業実施想定区域及びその周囲

の環境保全上配慮が必要な場所 

(自然環境) 

出典:「自然環境調査 Web-GIS shape データダウンロード 特定植物群落調査 福井県・滋賀県」  
「自然環境調査 Web-GIS shape データダウンロード 巨樹・巨木林調査 福井県・滋賀県」 
(環境省ホームページ http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc-023.html、2020 年 4 月 20 日閲覧)  

「環境アセスメントデータベース(EADAS)」(環境省ホームページ 
https://www2.env.go.jp/eiadb/ebidbs/、2020 年 4 月 20 日閲覧) 
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事業実施想定区域の設定結果  (5) 

「(3) 1)検討対象エリアの選定」から「(3) 2) d)環境保全上配慮が必要な施設及び場所

の確認」までの検討経緯を踏まえ、事業実施想定区域を設定した。 

 

複数案の設定について  (6) 

事業実施想定区域の設定にあたっては、風況状況、社会インフラ整備の状況、法令等の

制約、環境保全上配慮すべき施設及び区域の状況を踏まえた絞り込みを行うプロセスを経

ている。今後の環境影響評価手続において重大な環境影響が予測された場合には、土地改

変及び樹木伐採範囲等の縮小、もしくは影響の懸念される箇所を極力避けるなどの環境配

慮を検討しつつ、対象事業実施区域をさらに絞り込む予定である。 

このような検討の進め方は「計画段階配慮書に係る技術ガイド」(環境省計画段階技術手

法に関する検討会、2013 年)において、「位置・規模の複数案からの絞り込みの過程」であ

り、「区域を広めに設定する」タイプの「位置・規模の複数案」の一種とみなすことがで

きるとされている。 

なお、本事業の主体は民間事業者であり、風力発電施設の設置を前提とした事業計画で

あることから、ゼロ・オプションに関する検討は現実的ではないため、本配慮書ではこれ

を設定していない。 

 

近隣の風力発電事業の分布状況  (7) 

事業実施想定区域及び周囲における風力発電事業の分布状況を表 2.2-1 及び図 2.2-7 に

示す。現在方法書段階の計画中の風力発電事業が 2 件存在する。 

方法書以降の手続にあたっては、これらの計画中の風力発電事業との累積的な影響につ

いても考慮する。 

 

表 2.2-1 既設及び計画中の風力発電事業 

No 事業段階 発電所名 
出力 

(kW) 

基数 

(基) 

総出力 

(kW) 
事業者 

1 
計画中 

(方法書段階) 

(仮称)南越前・敦賀 

風力発電事業 
2,300 9 20,700 

株式会社グリーンシェ

ルター 

2 
計画中 

(方法書段階) 

(仮称)余呉南越前第一・第二

ウィンドファーム発電事業 

3,400～

4,200 

最大 

50 程度 

最大 

170,000 

株式会社グリーンパワ

ーインベストメント 

出典：「環境アセスメントデータベース(EADAS)」(環境省ホームページ https://www2.env.go.jp/eiadb/ebidbs/ 

2020 年 4 月 20 日閲覧) 
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図 2.2-7 

近隣の風力発電事業の分布状況 

出典: 「環境アセスメントデータベース(EADAS)」(環境省ホームページ 
https://www2.env.go.jp/eiadb/ebidbs/、2020 年 4 月 20 日閲覧) 
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第一種事業により設置される発電所の設備の配置計画の概要 2.2.5 

発電所の設備配置計画及び基礎構造は、今後の現地調査の結果、地権者協議、許認可協

議等を踏まえた概略設計及び詳細設計において検討する予定であり、現時点で詳細は未定

である。 

なお、本事業の性格上、風力発電機の配置は風況の良い尾根上の比較的平坦な領域を中

心に検討を行うとともに、各風力発電機間の離隔はローター直径の 3～10 倍程度の距離を

確保した配置を検討することとなる。 
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第一種事業に係る電気工作物その他の設備に係る事項 2.2.6 

発電機  (1) 

風力発電機の概要を表 2.2-2 に示す。また、標準的な風力発電機本体の概略図を図 2.2-8

に示す。 

 

表 2.2-2 風力発電機の概要（予定） 

項 目 諸 元 

定格出力(定格運転時の出力) 4,200～5,500kW 程度 

設置基数 15～20 基程度 

ブレード枚数 3 枚 

ローター直径(ブレードの回転直径) 約 120～160m 

ハブ高さ(ブレードの中心の高さ) 約 85～120m 

風力発電機の高さ 最大約 200m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2-8 風力発電機本体の概略図(予定) 
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変電施設  (2) 

変電施設を配置する計画であるが、位置等の詳細については現在検討中である。 

 

送電線  (3) 

本事業により発電した電力は、変電施設を経由したうえで北陸電力株式会社の送電線に

連系する計画であるが、系統連系地点及びそこまでの送電線のルート、敷設方法(架空、埋

設等)等の詳細については、現在検討中である。 

 

 

第一種事業に係る工事の実施に係る期間及び工程計画の概要 2.2.7 

工事期間及び工程計画  (1) 

風力発電所の運転開始は2027年を予定しており、詳細な工事計画は、現在検討中である。 

 

工事期間  (2) 

現時点で想定する工事内容は以下のとおりである。 

・土木工事：道路工事、造成・基礎工事 

・電気工事：変電施設・送電線の設置工事 

・風力発電機建設工事：輸送工事、据付工事 

・試験調整：各種試験、試運転 

 

風力発電機等の輸送計画  (3) 

風力発電機等の輸送計画は、現在検討中である。 
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(白紙のページ) 
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